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【手続補正書】
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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　医用超音波診断における再灌流のための動き同期破壊の方法であって、
　患者の１つの３次元領域内の造影剤からの情報を少なくとも部分的に表している、複数
の超音波フレームデータを取得するステップ（３０）と、
　前記複数のフレームデータのうちの異なる時間から得られたフレームデータ間で類似性
としての記録レベルを決定するステップ（３２）と、
　前記複数のフレームデータを取得する時間において、造影剤を破壊するための振幅を有
する音響エネルギーを送信するステップ（３８）と、
　前記記録レベルが第１の記録のレベルの第１の側にある場合に前記送信ステップ（３８
）が行われ、かつ、前記記録レベルが前記第１の記録のレベルの第２の側にある場合に前
記送信ステップ（３８）が行われないように、前記送信ステップ（３８）を前記記録レベ
ルと同期させるステップ（３４）と、
　前記送信ステップ（３８）の後に、造影剤からなる造影剤のレベルに基づいて画像を生
成するステップ（４４）と、
　を有している、ことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記取得ステップ（３０）は、第１の期間における第１の平面についての超音波フレー
ムデータを取得するステップを含んでおり、
　前記記録レベルは前記第１の平面についての超音波フレームデータの間である、
　請求項１記載の方法。
【請求項３】
　前記取得ステップ（３０）は、前記送信ステップ（３８）の後、前記第１の平面とは異
なる第２の平面に関する超音波フレームデータを取得するステップを含んでおり、
　前記記録は前記第２の平面についての超音波フレームデータの間に切り替えられ、
　その後の前記送信ステップ（３８）は前記第２の平面についての前記記録に基づく、
　請求項２記載の方法。
【請求項４】
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　前記記録レベルを決定するステップ（３２）は、超音波フレームデータの間の類似性を
決定するステップ（３２）を含んでいる、請求項１記載の方法。
【請求項５】
　前記記録レベルを決定するステップ（３２）は、患者の３次元領域のサブボリュームを
決定するステップを含んでいる、請求項１記載の方法。
【請求項６】
　前記取得ステップ（３０）は、機械的並進型の１次元アレイを用いて取得するステップ
（３０）を含んでおり、当該機械的並進は多ステップであり、前記取得ステップ（３０）
と、前記決定ステップ（３２）と、前記送信ステップ（３８）と、前記同期ステップ（３
４）とが前記機械的並進型の１次元アレイにおける直動の各前記ステップについて行われ
る、請求項１記載の方法。
【請求項７】
　前記取得ステップ（３０）は、方位角方向および仰角方向で電子制御される多次元アレ
イ要素を用いて取得するステップ（３０）を含んでいる、請求項１記載の方法。
【請求項８】
　前記決定ステップ（３２）は、超音波フレームデータの最初の発生を用いた動きトラッ
キングを含んでおり、
　前記最初の超音波フレームデータはそれに続く各超音波フレームデータの前記動きトラ
ッキングのための参照フレームである、
　請求項１記載の方法。
【請求項９】
　前記取得ステップ（３０）は、２秒よりも長い生理学的周期における取得ステップ（３
０）を含んでおり、
　前記患者の３次元領域は心臓以外であり、
　前記記録の変化は基本的に、呼吸動作、トランスデューサに隣接する患者の肌の動き、
前記トランスデューサの動きまたはこれらの組み合わせによるものである、
　請求項１記載の方法。
【請求項１０】
　前記画像生成ステップ（４４）は、再灌流量を表示するステップを含んでおり、
　前記再灌流量は前記３次元領域における３つの空間方向に沿って分解されたフレームデ
ータに基づく、
　請求項１記載の方法。
【請求項１１】
　前記画像生成ステップ（４４）は、各ピクセルによって表される領域部分の造影剤のレ
ベルに基づいて変調されたピクセルを用いるレンダリングを表示するステップを含んでい
る、請求項１記載の方法。
【請求項１２】
　前記同期ステップ（３４）では、一期間内の第１の数の記録、第２の数の連続した記録
または前記第１の数と前記第２の数との組み合わせが前記記録の第１のレベル未満の相関
の量に対応する場合に、前記送信ステップ（３８）は行われない、請求項１記載の方法。
【請求項１３】
　前記複数のフレームデータを取得する間、前記決定ステップ（３２）および前記送信ス
テップ（３８）を繰り返すステップをさらに有しており、
　前記送信ステップ（３８）の連続的な繰り返しの間の期間は前記同期によって変化する
、
　請求項１記載の方法。
【請求項１４】
　前記送信ステップ（３８）は前記複数のフレームデータを取得する間、複数回送信する
ステップ（３８）を含んでおり、
　異なる送信ステップ（３８）は再灌流情報が３次元領域の異なる部分について連続的に
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取得されるように、前記異なる部分に音響エネルギーを送信するステップ（３８）として
機能する、請求項１記載の方法。
【請求項１５】
　前記記録レベルに基づいて前記超音波フレームデータのサブセットを選択するステップ
（４０）をさらに有しており、
　前記画像生成ステップ（４４）は、前記サブセットのフレームデータから画像を生成し
、前記サブセットに含まれないフレームデータからは画像を生成しない、
　請求項１記載の方法。
【請求項１６】
　医用超音波診断における再灌流のための動き同期破壊のための、プログラムされたプロ
セッサ（２０）により実行される命令を表すデータが記録されているコンピュータ読み取
り可能な不揮発性の記録媒体（２８）であって、前記記録媒体（２８）は、
　造影剤破壊のための音響エネルギーを生成するステップ（４４）であって、患者の３次
元ボリュームの異なるセグメントに対して連続的に実行される生成ステップ（４４）と、
　前記セグメントのそれぞれに対する生成ステップ（４４）の後に行われる、前記異なる
セグメントのそれぞれにおける造影剤の再灌流を表す超音波フレームデータを取得するス
テップ（３０）と、
　異なる時間において取得される超音波フレームデータの類似性の量に基づいて、各セグ
メントに関する破壊のための音響エネルギーを生成するステップ（４４）を制御するステ
ップ（３４）と、
　から構成される命令を記録している、ことを特徴とする記録媒体。
【請求項１７】
　前記取得ステップ（３０）は、機械的並進型アレイを用いて取得するステップを有して
おり、前記異なるセグメントは異なるスキャン平面それぞれについての異なる位置におけ
る前記アレイに対応するものであり、
　前記命令は、前記セグメントのそれぞれに対する異なる時間における各スキャン平面の
スキャンでもって前記フレームデータを取得した後に前記アレイを移動させるステップ（
３６）を実行させる命令を有しており、
　前記制御ステップ（３４）は、
　異なる時間における前記各スキャン平面に関する類似性の量を計算するステップと、
　前記類似性の量がしきい値よりも大きい場合に、前記アレイの位置と対応するスキャン
平面を変えるステップと、
　を含んでいる請求項１６記載の記録媒体。
【請求項１８】
　前記取得ステップ（３０）は、多次元アレイ要素を用いて取得するステップを含んでお
り、
　方位角方向および仰角方向における電子制御によって、前記超音波フレームデータが取
得され、かつ、前記音響エネルギーが生成され、
　前記電子制御は前記異なるセグメントのフレームデータを取得するために用いられ、
　前記制御ステップ（３４）は、
　異なる時間における前記セグメントのそれぞれについての類似性の量を計算するステッ
プと、
　前記類似性の量がしきい値よりも大きい場合に、スキャンされるセグメントを変更する
ステップと
　を含んでいる、請求項１６記載の記録媒体。
【請求項１９】
　前記命令は、
　再灌流を表す超音波フレームデータから量を計算するステップ（４２）と、
　前記量を計算するために、前記超音波フレームデータに関連づけられた類似性の量に基
づいて、異なる複数のセグメントのうちの第１のセグメントに関する全てではない超音波



(4) JP 2011-194228 A5 2014.3.27

フレームデータを選択するステップ（４０）と
　を実行させる命令を含んでいる、請求項１６記載の記録媒体。
【請求項２０】
　医用超音波診断における再灌流のための動き同期破壊の方法であって、
　トランスデューサからの超音波を用いて、患者の第１および第２の互いに異なる部分を
スキャンするステップ（３０）であって、前記第１の部分は第１の複数回数スキャンされ
、その後前記第２の部分が第２の複数回数スキャンされる、スキャンステップ（３０）と
、
　前記第１の複数回数のスキャンの前に、前記第１の部分内の造影剤を破壊するステップ
（３８）と、
　前記第２の複数回数のスキャンの前、かつ、前記第１の部分のスキャンの後に、前記第
２の部分内の造影剤を破壊するステップ（３８）と、
　前記第１の複数回数のスキャンからの前記第１の部分を表すフレームデータを相関処理
するステップ（３４）と、
　前記相関処理が所定の相関のしきい値量を示す場合に、前記第２の部分における造影剤
を破壊するステップと、
　を有している、ことを特徴とする方法。
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